
令和４年度第４回月形町行政区代表者会議次第 

                        日 時 令和４年１２月２２日（木） 

                            午後４時００分 

                        場 所 月形町役場 大会議室 

１ 開  会 

２ 町長挨拶 

３ 議  事 

 （１）行政報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １～４頁 

 （２）令和４年第４回月形町議会定例会議案について・・・・・・・・・・・・  ５・６頁 

 （３）町からの連絡事項について 

   ア 今後の行事予定（１月～３月）について【企画振興課】・・・・・・・・    ７頁 

イ 農業委員会委員の募集について【農業委員会】・・・・・・・・・・・・・・ ９・１０頁 

ウ 月形町義務教育学校基本構想（案）について【教育委員会】・・・・・・・１１～２９頁 

 （４）その他 

４ 閉 会 
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期日 行事名 場所 所管

５日(木) 月形消防出初式
月形支署・月形町
交流センター

消防月形支署

６日(金) 役場仕事始め（５日まで休業） ― 総務課

７日(土) 成人式
多目的研修セン
ター

教育委員会

１１日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１２日(木) 子供スキー教室（１３日まで） 美唄スキー場 教育委員会

１３日(金) 新年交礼会
多目的研修セン
ター

総務課

１４日(土) バドミントン教室 総合体育館 教育委員会

１７日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

１８日(水) 第３回月形町地域公共交通活性化協議会 役場大会議室 企画振興課

２１日(土) ヘルシーアカデミー ゴルポッカ
小学校グラウン
ド

教育委員会

２８日(土) 若者交流会 はな工房 企画振興課

期日 行事名 場所 所管

５日(日) 行政区対抗ミニバレーボール大会 総合体育館 教育委員会

８日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

２１日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

２２日(水) 総合健診 交流センター 保健福祉課

２３日(木) こころの健康講演会 交流センター 保健福祉課

期日 行事名 場所 所管

１日(水) 月形高校卒業式 月形高校 （教育委員会）

７日(火) 第１回月形町議会定例会（２０日まで） 役場議場 議会事務局

８日(水) 無料法律相談 交流センター 保健福祉課

１０日(金) 月形中学校卒業式 月形中学校 教育委員会

１４日(火) 乳幼児健診 保健センター 保健福祉課

１９日(日) 月形小学校卒業式 月形小学校 教育委員会

２７日(月) 献血車来町 刑務所、役場 保健福祉課

今後の行事予定について【１～３月】

令和５年１月

令和５年２月

令和５年３月
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町ホ月形町農業委員会委員の募集について 

 月形町では、農地の権利移動や農業の担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生

防止など、農地利用の適正化に取り組むため、月形町農業委員会を設置しております。 

現在の農業委員の任期が令和５年７月１９日をもって満了を迎えるため、次のとおり次期

農業委員候補者の募集（推薦及び公募）を行います。 

１ 募集人数 １１人 

２ 任用期間 令和５年７月２０日から令和８年７月１９日（３年間） 

３ 身  分 月形町の特別職の非常勤職員 

４ 主な職務内容 

 （１）農地の権利移動等の申請許可、決定等の審査のため、委員会の会議への出席（原則

月１回） 

 （２）担い手への農地の集積・集約化の推進 

 （３）耕作放棄地の発生防止・解消の推進 

５ 委員報酬 月額４０，０００円 

６ 推薦及び応募方法 

 （１）町内の地区又は全域からの推薦 

（２）農業者又は農業者が組織する団体その他のからの推薦 

 （３）個人による応募 

７ 推薦を受ける者及び応募するものの資格 

  農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員

会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の全てに該当す

る者 

 （１）月形町に住所を有する者（ただし、特別な事情がある場合にはこの限りではありま

せん。） 

 （２）月形町の執行機関の委員でない者（教育委員、固定資産評価審査委員等） 

 （３）月形町職員でない者 

   ※次のいずれかに該当する場合は、委員になることができません。 

    ①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

    ②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが

なくなるまでの者 
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８ 推薦及び応募の手続き 

規定の様式に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により月形町農業委員会事務局まで

提出願います。 

（１）町内の地区又は全域からの推薦の場合…様式第１号 

（２）農業者又は農業者が組織する団体その他からの推薦の場合…様式第２号 

 （３）個人による応募の場合…様式第３号 

９ 受付期間 

  令和５年３月１日（水）から令和５年３月２８日（火）まで【必着】 

  ※持参される場合は、午前８時３０分から午後５時１５分までに月形町農業委員会事務

局に提出してください。（土曜日、日曜日、祝日は除きます。） 

  ※書類の提出期間は延長する場合があります。延長する場合は、受付期間最終日以降に 

月形町ホームページ等でお知らせいたします。 

10 選任方法

 月形町農業委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに審査を行います。

なお、必要に応じ面接などを行う場合があります。また、選考に当たっては、法律の規 

定等により下記の条件があります。 

（１）認定農業者等が過半数を占めること。 

（２）農業委員の所掌事務に関し、利害関係のない者（農業に従事していない等）を一人以

上含めること。

11 お問い合わせ先 

  〒０６１－０５９２ 樺戸郡月形町１２１９番地 

月形町農業委員会 

  電 話：０１２６－５３－２３２４ 

  ＦＡＸ：０１２６－５３－３１９０ 

  e-mail：nogyoiinkai＠town.tsukigata.hokkaido.jp 
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月形町義務教育学校基本構想

令和４年11月 

月形町教育委員会  

案 
【総合教育会議】 
令和４年11月29日 
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月形町義務教育学校基本構想 
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はじめに 

１ 基本構想策定の経緯 

   小中一貫教育が求められる背景や理由として、小学校と中学校は共に義務教育９年間の一環

を形成する学校であり、学習指導や生徒指導においても互いに協力して目的を達成することが

重要になってきています。例えば、小学校高学年における専門的な指導の充実、児童生徒のつ

まずき学習における長期的な視点やきめ細やかな指導工夫など、双方の教職員が義務教育９年

間の子どもの将来像を共有し、系統性や連続性に配慮して教育活動に取り組むことへの期待や

機運が高まってきていることが挙げられます。 

   また、小学校高学年段階における子どもの身体的発達の早期化に伴い、おおむね小学校４・

５年生頃の児童に発達上の段差が存在しているとの指摘もあります。従来であれば中学校段階

で、多様な教職員の指導による興味・関心や個性伸長への対応、教科指導における専門性の強

化などを行ってきましたが、現在では小学校段階で導入されるようになってきています。 

   さらに、児童生徒数の減少に伴い子ども同士の交流機会も少なくなってきており、小中一貫

教育における取り組みとして、多様な異学年交流の活発化による社会性の育成や、年少者の世

話等によるリーダーシップ発揮の機会の充実により自己肯定感を育むことなども期待されてい

ます。 

   最近では、いわゆる「中１ギャップ」をはじめとする小学校・中学校６－３制における課題

の顕在化が指摘され、加えて、外国語によるコミュニケーション能力、数学的な思考力・判断

力・表現力の充実なども求められています。 

   そのような中、小中一貫教育の取り組み実積の積み上げにより顕著な成果が得られたことか

ら、法制化により義務教育学校の設置が可能となりました。本町における課題として、義務教

育の質の向上と充実に加え、人口減少に伴う児童生徒数の減少、学校施設の老朽化、学校跡地

利用などのまち全体の計画における課題もあり、その解決と本町教育目標の実現ならびに地域

の持続的発展において、義務教育学校の設置が必要であると判断したものです。 

２ 月形町における小中一貫教育導入のねらい 

   本町では、長年にわたり小学校と中学校の連携を深めながら、児童生徒の学力向上や小学校

と中学校の円滑な接続など、義務教育の質の向上と充実に努めてきました。特に英語教育で

は、小学校への中学校教員による乗り入れ授業やALTの活用と併せて、町より実用英語技能検

定および海外派遣事業への助成を行っており、その成果が表れてきているところです。 

   また、本町では既に小学校１校、中学校１校の状況にあり、これまで小学校と中学校が連携

を深めてきたことを考慮すると、既に小中一貫教育の素地はあるものと考えられます。町内に

は平成13年３月まで小中学校（併置校）１校が存在し、現在、その卒業生で保護者となられて

いる方も多く、小学校と中学校が一つになることへの町民の理解促進にも繋がっているものと

思われます。 

   地域と連携した子どもの育成では、小学校と中学校を合わせた一つの組織として月形町学校

運営協議会が設置されており、「月形の子どもは月形で育てる」を合言葉に取り組みが行われ、

その理念は小中一貫教育にも通ずるところであります。 

   このように、これまで培ってきた小中連携教育をはじめとする本町の教育を基盤に、９年間

を見通した指導・学力向上、小学校と中学校の円滑な接続や異学年交流、人口減少時代に対応

した学校活動に必要となる適正な集団規模の確保など、義務教育学校の制度的な優位性を最大

限に活用し、開かれた信頼される学校づくりを進めていくことが重要となります。義務教育学

校における小中一貫教育では、これらを踏まえ、学校・家庭・地域が連携・協働しながら９年

間の目指す子ども像を共有し、切れ目のない取り組みにより「知・徳・体」が調和した時代に

適応できる「たくましく生きる力」を地域社会全体で育んでいく必要があります。 
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第１章 月形町義務教育学校の教育 

１ 月形町教育目標                        【平成７年３月６日制定】

 （１）目指す人間像 

     郷土の歴史や風土にねざし 

     豊かな心・たしかな知性・たくましい身体で 

     生涯学び続け 充実した生活を営み 

     社会に貢献する人 

 （２）重点目標 

    ① 生涯を通して 自ら学び 広い教養を身につけ 理想を追求する人 

    ② 自然を愛し 地域文化の創造に努め 住みよい郷土の未来を築く人 

    ③ 豊かな心で助け合い 人を思いやり 自省する人 

    ④ 勤労を重んじ 社会の進展に対応して 生活の向上を図る人 

    ⑤ 自他の生命を尊び 心身を鍛え 健康で明るい生活を営む人 

 （３）実践目標 

１ 生涯を通して 自ら学び 広い教養を身につけ 理想を追求する人 

家庭では 
○ 子どもの「どうして」「なぜ」には ていねいに答え 親子の会話を大切にする 

○ 子どもの考えや行いを大事にし 自分のことはひとりでできるようにする 

学校では 
○ 学び方を学ばせ 学習内容の基礎的 基本的なことがらを身につけさせる 

○ 自分の考えをもち 正しく判断させ 実践する態度を身につけさせる 

社会では 
○ 学び続けることを大切にし 豊かな生活を築くよう心がけます 

○ 自分の生き方を大切にし 明るく住みよい社会の実現をめざします 

２ 自然を愛し 地域文化の創造に努め 住みよい郷土の未来を築く人 

家庭では 
○ 身近なところにある自然（野山・川）に たくさんふれさせる 

○ 公園で遊んだり 町の施設（図書室・博物館）を楽しく使わせる 

学校では 
○ 身近な花や植物などに興味と関心をもたせ 自然を愛する心を育てる 

○ 郷土の文化や歴史を学ばせ 進んで地域活動に参加する態度を養う 

社会では 
○ 私たちの町に誇りをもち そのよさを守り育てます 

○ 郷土の自然を守り 文化の充実・発展に務めます 

３ 豊かな心で助け合い 人を思いやり 自省する人 

家庭では 
○ 「よいこと」をほめ 「わるいこと」はしかって 「よい」「わるい」をわからせる 

○ 「おはよう」「ありがとう」「ごめんなさい」などの言葉を教え はっきり言わせる 

学校では 
○ きまりやあいさつを大切にさせ 基本的な生活習慣を身につけさせる 

○ 思いやりの心で 励まし合い 集団の一員としての自覚をもたせる 

社会では 
○ 自分の個性や特性を生かし うるおいのある町づくりに務めます 

○ 助け合いや思いやりを大切にし 豊かな心を育てます 

４ 勤労を重んじ 社会の進展に対応して 生活の向上を図る人 

家庭では 
○ 自分の物は自分でかたづけるなど 進んで手伝いをさせる 

○ 家族みんなで仕事を分けあい 助け合うことの大切さを教える 

学校では 
○ 明るく楽しい生活をめざし 進んで実行していく態度を身につけさせる 

○ 勤労・体験学習を通して 働く喜びと誇りをもたせる 

社会では 
○ 進んで奉仕活動に参加し 社会に役立つ生き方に務めます 

○ 自分の仕事や役割に誇りをもち 生きがいのある生活をめざします 

５ 自他の生命を尊び 心身を鍛え 健康で明るい生活を営む人 

家庭では 
○ 動物や草花の世話をさせ 命を大切にする心を育てる 

○ たべものの「すき」「きらい」をなくし 進んで遊びや運動ができるようにさせる 

学校では 
○ かけがえのない自分と友だちの命を大切にする態度を育てる 

○ 運動やスポーツに進んで参加させ 健康な心とたくましい体を育てる 

社会では 
○ 生命の重みを理解し 命を尊ぶ社会の実現に努めます 

○ 生活の中にスポーツを取り入れ 進んで健康づくりに務めます 
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２ 義務教育学校創設の目的 

 （１）目指す姿 

    ・ 郷土から世界へ関心を持ち、学ぶ楽しさと未来を切り開きたくましく生きる力を備えた人

 （２）目指す学校像 

    ・ ９年間を見通した教育課程により、確かな学力の定着と向上を図る学校 

    ・ グローバル社会において、英語によるコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

る学校 

    ・ 異学年交流や多様な教職員等との関わりにより、豊かな人間性と社会性を育む学校 

    ・ ９年制により規範意識や憧れの気持ちを早期に醸成し、目標へ向かい自己を高める学校 

    ・ 保護者や地域から信頼され、地域活力の中心となる学校 

 （３）目指す児童生徒像とつけさせたい力 

   【確かな学力】 

    ・ 進んで学び、考える力、表現する力を高めようとする児童生徒 

    ・ グローバル社会において英語の有用性を知り、自ら学び向上しようとする児童生徒 

   【豊かな人間性】 

    ・ 認め合い、支え合い、協力して行動しようとする児童生徒 

    ・ 上級生は下級生を思いやってその手本となり、下級生は上級生を敬い手本にしようとす

る児童生徒 

   【健やかな体】 

    ・ 心と体の健康に関心を持ち、進んで体力を高めようとする児童生徒 

   【ふるさと教育】 

    ・ ふるさとを愛し、他の人に月形を語れる児童生徒 

 （４）目指す教師像 

    ・ 教育のプロとしての専門性を高めあい、学び続ける教師 

    ・ 新たな課題に対応できる力量を身に付ける教師 

    ・ 「チーム学校」の考えの下、多様な人材と連携・分担し、組織的・協働的に取り組む 

教師 

    ・ 家庭や地域の思いや願いに真摯に応える教師 
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３ 学校概要 

 （１）形態 

     月形小学校と月形中学校が統合した９年制の一体型義務教育学校 

 （２）管理職 

     校長１名、教頭２名 

 （３）学級編制・教職員組織 

     令和９年度の予想児童生徒数を参考に想定した学級編制と教職員数です。 

    ■学級編制（令和９年度予想） 

    ■教職員組織（令和９年度予想）

                           【算定】 

                            ※教職員定数配置基準による教職員数 

                            ■小学校       ■中学校 

                            ・校長   １人   ・校長   １人 

                            ・教頭   １人   ・教頭   １人 

                            ・教員(普) ６人   ・教員(普) ７人 

                               (特) ３人      (特) ３人 

                            ・養護教員 １人   ・養護教員 １人 

                            ・栄養教諭 １人 

                            ・事務職員 １人   ・事務職員 １人 

                               計  14人      計  14人 

                                         合計  28人

区分 学年 児童生徒数(人) 学級数

1 15 1

2 9 1

3 8 1

4 18 1

5 10 1

6 11 1

特別支援 3 3

計 74 9

7 12 1

8 8 1

9 16 1

特別支援 3 3

計 39 6

113 15

前
期
課
程

後
期
課
程

合　計

前期 後期 計

校長 1

教頭 1 1 2

教員 9 11 20

養護教員 1 1 2

栄養教諭 1 1

事務職員 1 1 2

計 14 14 28

時間講師 4 2 6

特別支援教育支援員 2 2

事務補 1

公務補 1

計 8 2 10

22 16 38

教職員数(人)
区分

1

計

配
置
基
準
分

町
配
置
分

1

1
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 （４）教育課程編成の基本的な考え方 

学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

ステージ 

第Ⅰ期 

[学びの基礎を作る時期] 

第Ⅱ期 

[学びを広げる時期] 

第Ⅲ期 

[自分らしい学びを深

める時期] 

目 標 

 幼児教育での学びを

生かし、繰り返し学習や

具体的な創作活動等を

通して、義務教育で学ぶ

基礎・基本を身に付けら

れるようにします。 

■幼児期の終わりまで

に育ててほしい姿を

手がかりとした幼児

教育との円滑な接続 

■学習規律・生活規律の

徹底 

■望ましい生活リズム

の定着 

■善悪の判断や規範意

識の基礎の形成と情

操の涵養 

■楽しく運動しながら

体力を養い、意欲的に

運動する態度 

 学びの基礎をもとに論

理的な思考力や物事を適

切に判断する力を身に付

けられるようにします。 

■主体的に学習に取り組

む態度の育成 

■興味・関心や自己評価

に基づく学習課題の自

己決定 

■自己肯定感の向上、自

他の尊重や他者への思

いやりの涵養 

■集団における役割の自

覚や実社会への興味・

関心の向上 

■運動の楽しさや喜びを

味わいながら体力を高

め、自己の最善を尽く

す態度の育成 

 学習した内容を自己

の生き方と関連付けて

考え、自信をもって社

会の中でよりよく生き

ることができるように

します。 

■個性と能力の更なる

伸長 

■興味・関心に応じた

指導の更なる充実 

■自己の在り方を思考

し、社会の一員とし

て自立する力の育成 

■法やきまりの理解や

公徳心の自覚 

■体力の向上と心身の

調和的発達を図り、

生涯にわたって運動

に親しむ態度 

■進路選択を確実にす

る進路指導の充実 

授業時間 45分 50分 

指導形態 

学級担任 
一部教科担任制

算数・数学、理科、英語、図工・美術、

音楽、体育・保健体育など

教科担任制 

T.T 

少人数指導 
 習熟度別指導 

特
色
あ
る
教
育

異学年交流 
異学年交流活動の実施 

前期課程と後期課程の合同行事の実施 

外国語教育の

充実 

英語教育を全学年で実施 

ALT・時間講師の配置 

故郷を愛する児

童生徒の育成

郷土の歴史や環境を活かした学習活動の実施 

学校運営協議会や地元事業者と連携した体験学習などの実施 

部  活  動  － 部活動に参加 部活動 

異校種連携 花の里こども園、月形高校との連携 
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第２章 義務教育学校施設の整備方針 

１ 建設の基本方針 

 （１）学びが広がる学校 

   ・ ９年間一貫性のある教育活動を含めた学校運営ができる施設環境を確保します。 

   ・ 学校施設全体を学習に利用するという発想に立ち、児童生徒の主体的な活動を喚起し、求め

られる学び・活動の変化に柔軟に対応できる施設環境を目指します。 

   ・ 前期・後期課程の区分、学年段階の区切り、授業時間の違いなどに対応した校舎のゾーニン

グや教室環境とし、児童生徒が自らの成長を実感できる施設環境を目指します。 

   ・ 学年や学年段階の区切りを越えて、年齢の異なる児童生徒が日常的に交流できる各室・空間

や動線を目指します。 

   ・ ティームティーチングによる学習、個別学習、グループ学習、複数学年による学習等の活動、

児童生徒の学習成果の発表などに対応した多目的スペースの設置を検討します。 

   ・ 多様な学習内容や学習形態等に対応するため、校内の各室・空間のどこでも、日常的に ICT

の活用が可能な施設環境を確保します。 

   ・ 特別教室、屋内・屋外運動施設等については、教育上、安全上支障が生じない範囲で、教科

指導の連携や異学年交流の充実等が進むよう、義務教育学校の前期・後期課程の間で共同利用

が可能な施設環境を目指します。 

 （２）快適に過ごせる学校 

   ・ 学校施設全体が学びの場として、児童生徒が生き生きと生活し、時にはゆっくり過ごしたり

落ち着いたりすることのできる居場所となるような施設環境を目指します。 

   ・ 児童生徒等の学習や生活の場として、また、教職員の働く場として、日照、採光、通風、換

気、室温、音の影響等に配慮した良好な環境条件を確保します。 

   ・ 児童生徒が一日のうち多くの時間を過ごす場所であり、健康や環境に配慮した自然木材等

の内装への活用により、温かみのある施設環境を目指します。 

   ・ 創意工夫のあるデザインや仕組みなど、学校への親しみや愛着を育むことのできる施設環境

を目指します。 

   ・ 障がいのある児童生徒、高齢者や障がいのある地域の多様な利用者などにも配慮し、施設全

体のユニバーサルデザインやバリアフリー化を検討します。 

   ・ 性同一性障がいや性的指向・性自認（性同一性）に係る児童生徒への対応として、本人への

配慮と他の児童生徒への配慮の均衡を取りながら、トイレや更衣室の在り方など、より多くの

児童生徒が快適に学べる施設環境の整備を検討します。 

 （３）安全・安心な学校 

   ・ 地震災害、風水害、雪害等の自然災害に対して、その激甚化も踏まえ、十分な安全性を確保

します。 

   ・ 街路灯や防犯カメラによる不審者対策、玄関等のセキュリティ対策など、防犯性を備えた安

心できる施設環境を目指します。 

   ・ 児童生徒が９年間同一施設を利用するため、児童生徒の発達段階や体格差を考慮し、廊下や

階段、衛生設備など、施設全体にわたり利便性や安全性を備えた施設環境を確保します。 

   ・ 児童生徒の通学における徒歩、自転車、自動車、スクールバスの利用における動線など、安
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全な施設環境を確保します。 

   ・ スクールバスなどの安全な駐停車や転回が可能であり、児童生徒が安全に乗降や待機できる

施設環境を確保します。 

 （４）地域と共にある学校 

   ・ 災害時には地域の避難所として利用します。 

   ・ 保護者、地域住民等が学校運営や様々な教育活動を支援する取り組み（コミュニティ・スク

ール等）ができるよう、学校と地域の連携・協働のための活動室を確保します。 

   ・ 屋内・屋外運動施設、図書室など、学校開放事業等における地域住民の利用が可能な施設環

境を検討します。 

   ・ 避難所や地域との活動室、学校開放事業などにおける地域住民の利用にあたり、学校教育へ

の影響に配慮しつつ、その運営と維持管理が容易な施設環境を目指します。 

   ・ 地域の歴史と伝統を引き継ぎ、児童生徒が月形町に愛着をもつことのできる施設環境を目指

します。 

 （５）環境に配慮した学校 

   ・ 必要な機能を確保しつつコンパクトな施設とすることで、建設費や冷暖房に伴う光熱費など

の縮減を目指します。 

   ・ 自然通風や自然採光などを活用し、省エネルギー化による環境負荷の低減や自然との共生

等を目指します。 

   ・ 屋根や外壁の高断熱化、高効率照明や高効率空調機等の高効率設備の導入などにより、省

エネルギー化による環境負荷の低減と維持管理費やライフサイクルコスト※1の縮減を目指しま

す。 

   ・ 管理運営方法も考慮した維持管理しやすい設備・施設とします。特に豪雪地帯であることに

留意し、除排雪、雪庇落とし、避難通路の確保などの日常的に発生する作業の負荷軽減を目指

します。 

   ・ 環境教育での活用や地域の先導的役割を踏まえ、再生可能エネルギー設備の導入について

検討します。 

   ・ 環境負荷の低減や脱炭素社会の実現に向け、内装の木質化や木材の利用などを検討しま

す。 

 （６）将来に向けた学校 

   ・ 紙と黒板中心の学びから、１人１台端末を文房具として活用し多様な学びが展開されてい

ることを踏まえ、これからの時代の変化や社会的な課題に可能な限り対応できる可変性のあ

る施設環境を目指します。 

   ・ 施設や各室は、児童生徒数の減少と教育活動の変化など将来需要等の変動に応じ、間仕切り

壁の変更、教室等の増改築、複式学級への対応などを行いやすく、長期的に有効活用可能な施

設を目指します。 

※1 建物の生涯にわたって発生する費用（建設費、光熱水費、点検・保守・清掃費等の運用維持管理費用、修繕・更新費用、解体

処分費などを含む。一般的におよそ建設費の３～４倍の費用）
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２ 施設概要 

（１）建設予定地 

   次の理由により、現月形中学校の校地に建設することが適切と判断します。 

  【理由】 

   ・ 必要面積 

     一体型義務教育学校の設置に必要な面積を確保できる。 

   ・ 安全性 

     防災面における安全性が高い。特に石狩川の洪水における浸水予定範囲外となっている。 

   ・ 利便性 

     人口が集中している市街地の中心部に位置し、既に通学路の安全やスクールバスの運行が

確立されいる。 

   ・ 経済性 

     新たな土地の取得費が発生しない。 

   ・ 早期性 

     新たな土地の取得が不要であり、既存の校地内に早期に建設が可能である。 

（２）学校規模 

   文部科学省の補助金等の活用にあたっては、同省より学級数に応じた必要面積が示されてお

り、建設時（完成予定）の学級数を基本としています。この学級数とは、標準学級数（小学校35

人、中学校は40人で算定）であり、本校では令和９年度の完成を予定していることから、小学

校６学級と中学校３学級に特別支援学級６学級（小学校３学級、中学校３学級）を加えた学級数

を基本とします。小学校と中学校の必要面積の総和が整備面積の上限になりますが、建設規模に

ついては、必要な機能を確保しつつコンパクトなものを目指します。 

  【文部科学省基準による校舎等の必要面積（上限面積）】 

区分 学級数 校舎 屋内運動場 計 

小学校 
普通  ：６学級 
特別支援：３学級 3,581㎡ 922㎡ 4,503㎡ 

中学校 
普通  ：３学級 
特別支援：３学級 3,072㎡ 1,162㎡ 4,234㎡ 

計 6,653㎡ 2,084㎡ 8,737㎡ 

   ≪算定内容≫ 

普通学級
[６から11学級まで]
2,468㎡+236㎡(6学級-6学級)

① 2,468㎡

特別支援学級 168㎡×3学級 ② 504㎡

多目的教室 (①2,468㎡＋②504㎡)×10.8%
※小数点以下第一位を四捨五入

③ 321㎡

積雪寒冷度
[1級積雪寒冷地域]
32㎡×9学級

④ 288㎡

⑤ 3,581㎡

屋内運動場 普通・特別支援学級
[積雪寒冷地：１学級から９学級]
922㎡

⑥ 922㎡

⑦ 4,503㎡計(⑤+⑥)

■小学校

算　定区分

校舎

小計(①+②+③+④)
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（３）建設形態 

   現在の月形中学校の校地内に新たな校舎を建て、完成後、現校舎の取り壊しを行います。工事

期間中は、できる限り既存の学校教育活動に支障のない方法を検討します。なお、校舎の建設に

あたり、必要に応じ現校舎の一部や教職員住宅の先行取り壊しについて検討します。 

   また、校舎の配置にあたっては、将来的な給食センター設置の可能性や文教エリアとしての役

割を踏まえたものとします。 

  【改修・増築によらない理由】 

   ○ 文部科学省基準による校舎の必要面積(6,653㎡)に対し、現校舎の面積(2,625㎡)は著し

く小さく、整備に不適格な建物と判断されます。[必要面積の1/2以下] 

     また、現屋内運動場の面積(750㎡)も前期・後期課程で共用することを考慮すると、アリ

ーナ部分の面積の不足により学校教育活動に支障が生ずるものと判断します。 

   ○ 改修・増築の場合、日照、採光、児童生徒等の動線、防犯対策における見通しの確保な

ど、安全で円滑な学校運営にあたり、建物配置の困難性が高いと判断されます。 

   ○ 改修部分と増築部分の建築年次にずれが生じることから、維持管理や今後の長期的な再整

備への負担が懸念されます。 

            学校敷地       先行取り壊し検討   

普通学級
[３から５学級まで]
2,150㎡+344㎡(3学級-3学級)

①' 2,150㎡

特別支援学級 168㎡×3学級 ②' 504㎡

多目的教室 (①'2,150㎡＋②'504㎡)×8.5%
※小数点以下第一位を四捨五入

③' 226㎡

積雪寒冷度
[1級積雪寒冷地域]
32㎡×6学級

④' 192㎡

⑤' 3,072㎡

屋内運動場 普通・特別支援学級
[積雪寒冷地：１学級から７学級]
1,162㎡

⑥' 1,162㎡

⑦' 4,234㎡計(⑤'+⑥')

■中学校

校舎

算　定区　分

小計(①+②+③+④)
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３ 施設設備 

 （１）普通教室 

     文部科学省の学級編制の標準に基づき、普通学級９学級、特別支援学級６学級を想定し、総

計15学級で構想を組み立てします。 

区分 通常学級 特別支援学級 計 

前期課程 ６学級 ３学級 ９学級 

後期課程 ３学級 ３学級 ６学級 

計 ９学級 ６学級 15学級 

    ※ 将来的な複式学級にも対応できるよう整備します。 

    ※ 児童生徒数を考慮し、過大とならない教室の大きさを検討します。 

 （２）特別教室 

     次のとおり整備します。 

区分 

理
科
室

音
楽
室

図
画
工
作
・
美
術
室

技
術
室

家
庭
科
室

視
聴
覚
室

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室

図
書
室

特
別
活
動
室

(

児
童
生
徒
会
室) 

教
育
相
談
室

進
路
資
料
・
指
導
室

前期課程 

１ １ １ 

- 

１ １ １ １ １ １ 

- 

後期課程 １ １ 

計 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 

    ※ それぞれに特別教室を使用する実験器具や楽器、調理器具、道具類等を保管できる十分

な広さの準備室を設けます。 

    ・ 理科室は、実験などの授業を連続で円滑に行えるよう、次の授業のための準備スペースを

確保します。 

    ・ 音楽室と視聴覚室の機能を合わせ持った教室の整備を検討します。 

    ・ 図画工作・美術室と技術室の機能を合わせ持った教室の整備を検討します。 

    ・ コンピュータ室と図書室の機能を合わせ持ち、多様な調べ学習の場として活用できる特別

教室の整備を検討します。また、学校開放事業の利用について検討します。 

    ・ 家庭科室は、防災における避難所の炊き出しに利用できる配置を検討します。 

 （３）多目的教室等 

    ① 多目的スペース 

      グループ学習や学年段階の区切りによる学習、学習成果の発表など、多様な学習集団・学

習形態に対応できるよう、普通教室等に隣接した多目的スペースの設置を検討します。 

    ② 多目的スペース（ホール） 

      全校集会や交流等に活用でき、サブアリーナ(天井高6m以上)としての機能も兼ね備えた

多目的ホールの設置を検討します。 
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    ③ 多目的教室 

      前期・後期課程や学年段階の区切り、学習内容・学習形態などに応じた多様な教育活動を

柔軟に取り組むことができるよう、普通教室と連携した多目的教室の設置を検討します。 

    ④ 自習スペース 

      スクールバスの待ち時間、習い事までの空き時間などに利用できる自習スペースを検討し

ます。 

 （４）共通・共用部 

    ① 昇降口（児童生徒玄関） 

     ・ 安全に登下校できるよう利用しやすい配置とし、始業時・終業時等における利用人数を

考慮した十分な規模を確保します。 

     ・ 昇降口の前面は、降雨時・降雪時等における傘の利用を考慮した空間を確保します。ま

た、キャノピーの設置について検討します。 

     ・ 玄関は、学校の顔となることから、展示棚やデジタルサイネージによる案内など、来訪

者に配慮した整備を検討します。 

     ・ 児童生徒のコートなどを収納できるスペースを検討します。 

    ② 廊下・階段・エレベーター 

     ・ ICTの活用などにより、学びのスタイルが多様に変容していくこと等を踏まえ、これま

での学校の固定観念に捉われることなく、学校施設全体を学びの場とした整備を目指しま

す。 

     ・ 障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が共に学ぶことができるよう、スロー

プ、手すり、出入口、エレベーター等の整備を行います。 

    ③ トイレ・手洗い等 

     ・ 学年や学年段階の区切りにおける学校活動の動線などを踏まえ、階層など校舎全体のバ

ランスやゾーンニングを考慮して配置します。 

     ・ トイレ、手洗い、流し、水飲み場等の設備については、児童生徒の体格差に配慮して整

備します。 

     ・ トイレは、窓を設ける等による採光、通風、換気に留意した設置を検討します。 

     ・ 障がいや性自認（性同一性）などのある児童生徒に配慮し、多目的トイレの配置につい

て検討します。 

 （５）管理系施設 

    ① 校長室 

     ・ 教職員との連携が図りやすいよう職員室に隣接した配置を検討します。 

    ② 職員室 

     ・ 前期課程と後期課程の教職員が共用により一体となって教育活動を進めることができる

配置とします。 

     ・ 児童生徒の登下校やグラウンドの状況を見渡せるなど、防犯対策や緊急対応がしやすい

配置とします。 

     ・ 照明、空調、冷暖房、防犯カメラ等の一斉制御ができる設備やコンピュータ等のサーバ

室について、職員玄関に隣接した設置を検討します。 

    ③ 保健室 

     ・ 低学年等の教室やグラウンドから利用しやすい配置を検討します。 

     ・ 緊急車両などが容易に近接できる配置を検討します。 

     ・ シャワー室やトイレ等の整備を検討します。 

    ④ 会議室 

     ・ 全職員の会議や ICTを活用した遠隔会議システムによる会議など、様々な会議に活用で

きるよう、可動間仕切り等により分割して利用できる会議室の設置を検討します。 
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    ⑤ その他 

      放送室、印刷室、給湯室、職員更衣室、倉庫、給食配膳室、管理員室など必要な部屋また

は設備を整備します。 

 （６）屋内運動施設 

    ・ 一般のバスケットボールコート１面を確保できる広さ、ステージ、放送室、更衣室、トイ

レ、器具庫等の設置を検討します。 

    ・ 教室等への騒音や振動に配慮した施設環境とします。 

    ・ 学校開放事業の利用が可能な施設環境とします。 

 （７）防災施設(避難所) 

    ・ 災害時には屋内運動施設を中心とした学校施設を避難所として利用し、そのための備品収

納室の設置を検討します。 

    ・ 避難所となる場合は、教育活動を早期に再開できるよう、避難所機能と教育機能の区画や

動線が分けられるよう配慮します。 

    ・ 避難所における炊き出しへの利用を考慮し、屋内運動施設と連携した家庭科室の設置を検

討します。 

    ・ 避難所の運営に対応するため、電気、冷暖房設備などを個別に管理できる設備とします。 

    ・ 災害時における再生可能エネルギー利用設備などによる電力の確保や、避難者への無線

LAN開放による通信機能の確保などを検討します。 

    ・ 多様な避難者の衛生環境に配慮し、多目的トイレやシャワー室の設置を検討します。ま

た、屋内運動施設に隣接した貯水槽や屋外災害用便槽（トイレ）の設置も検討します。 

 （８）屋外施設 

    ① グラウンド 

     ・ 陸上用トラック、野球場、サッカー場を設置するとともに、運動会、体育大会等が十分

実施できるスペースの確保に努めます。フィールド外に走り幅跳びを設置します。 

     ・ 前期課程と後期課程を区分した利用など、特に低学年の安全に配慮した配置を検討しま

す。 

     ・ 学校開放事業の利用が可能な施設環境とします。 

    ② 遊具 

     ・ 配置場所の安全性に配慮し、鉄棒や低学年用の遊具を配置します。 

    ③ 教材園 

     ・ 教材園を設置します。 

    ④ 駐輪場等 

     ・ 後期課程の人数分を確保した駐輪場や職員駐車場を整備します。 

 （９）省エネルギー設備・再生可能エネルギー利用設備 

    ・ LED照明、自然換気、冷暖房や給湯の高効率熱交換設備の導入など、省エネルギー効果

の高い施設により維持管理経費やライフサイクルコストの縮減を目指します。 

    ・ 再生可能エネルギー利用設備等の稼働状況や設備本体の「見える化」など、環境教育への

活用に向けた導入を検討します。 

 （10）地域連携施設 

    ・ 学校運営協議会、PTA活動等の拠点となる活動室を設置します。 

    ・ 屋内・屋外運動施設、図書室など、学校開放事業等における地域住民の利用が可能な施設

環境を検討します。 

    ・ 屋内運動施設や多目的スペース（ホール）は、地域住民の生涯学習の場としても活用でき

るよう、音楽鑑賞などのホールとして利用可能な施設環境を検討します。 
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 （11）学童保育施設 

    ・ 学童保育施設の設置を検討します。また、設置にあたっては、放課後の児童の安全な居場

所を確保できる施設環境を目指します。 

    ・ 学童保育施設を設置する場合は、学校教育等に支障が生じることがないよう、区分や動線

に配慮した配置を検討します。 

 （12）備品 

    ・ 学校教育の進展や情報技術の進展等に長期にわたり対応した備品の導入を検討するととも

に、現在、各学校で保有している備品のうち、使用できるものは統合後の義務教育学校で使

用します。 
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４ 建設に係るスケジュール 

令和４年度（2022年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和５年度（2023年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和６年度（2024年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和７年度（2025年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和８年度（2026年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

令和９年度（2027年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

開 

校

基本構想 

建設基本設計 

建設実施設計 

新校舎建設工事

新校舎建設工事

外構工事・旧校舎解体 

基本構想 
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